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児童館カレンダー（●印は休館日） 

願
成
寺
児
童
館
　
1
%6
６
６
８
５

「
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
大
会
」

▼
と
き
＝
5
月
17
日
（
土
）

午
前
10
時
〜

▼
対
象
＝
幼
児
・
小
学
生
・
中
学
生
・
大

人
・
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
好
き
な
人

▼
内
容
＝
総
当
た
り
戦
　
表
彰
式

▼
会
費
＝
無
料

※
参
加
賞
が
で
ま
す
の
で
前
日
ま
で
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

UFOキャッチャーゲームぜんぶとってやるぞ！（願成寺児童館）

よくまわるUFOキャッチャーをつくってい
ます（願成寺児童館）

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
!

町
で
は
、
乳
児
の
す
こ
や
か
な
成
長
を
願

い
、
養
育
者
の
支
援
を
す
る
た
め
、
こ
れ
か

ら
の
子
育
て
を
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
歩
と
し

て
、
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業
を
実

施
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
生
後
４
か
月
く
ら
い
ま
で
の
赤
ち

ゃ
ん
が
い
る
全
家
庭

▼
訪
問
者
＝
助
産
師
又
は
保
健
師

▼
内
容
＝
計
測
、
健
康
や
子
育
て
に
つ
い
て

の
ア
ド
バ
イ
ス
、
町
の
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

▼
費
用
＝
無
料

▼
そ
の
他
＝
里
帰
り
先
に
訪
問
希
望
の
場
合

は
健
康
福
祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
健
康
増
進
係

1
%6
９
１
３
２
　
6
%6
７
４
９
３

保健福祉業務嘱託員募集
▼募集職員＝
●保健師嘱託員【若干名】
概ね55歳までの人で保健師の
資格を有している人
▼勤務時間＝週30時間
▼報酬＝町条例で定める額
▼選考方法＝面接等で選考しま
す。
▼募集要項等問い合わせ先＝
健康福祉課　健康増進係
1%6９１３２

児
童
手
当
認
定
請
求

（
所
得
制
限
あ
り
）

児
童
手
当
は
、
小
学
校
第
6
学
年
修
了
前

（
12
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で
）
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
給
資
格
が
消
滅
し
て
い
る
人
及
び
6
月
分

か
ら
新
た
に
受
給
申
請
す
る
人
は
、
5
月
1

日
か
ら
5
月
30
日
ま
で
に
次
の
書
類
を
添
付

し
、
認
定
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類
等
＝

・
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
（
国
民
年
金
加
入

者
は
保
険
証
の
提
示
の
み
）

※
被
保
険
者
（
保
護
者
の
も
の
）
の
氏
名
・

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
部
分
の
コ
ピ
ー
が

必
要
で
す
。

・
平
成
20
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
類

（
平
成
20
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入
し
た
人

の
み
必
要
）

※
平
成
20
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入
し
た
人

の
み
提
出
が
必
要
で
す
。

今
年
の
1
月
1
日
現
在
に
、
住
民
登
録
を

し
て
い
た
市
区
町
村
で
交
付
し
て
も
ら
っ
て

く
だ
さ
い
。

・
受
給
者
本
人
名
義
の
銀
行
口
座

・
印
か
ん

・
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類

が
あ
り
ま
す
。

※
す
で
に
児
童
手
当
等
を
受
給
し
て
い
る
人

が
、
続
け
て
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
毎
年

6
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。（
用
紙
は
6
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
。）
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
6
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
6
月
号
の
広
報
に
掲
載
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
子
育
支
援
係

1
%6
９
１
３
０


